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京都府の森林保全に取り組む企業もバックアップ 

環境配慮型企業向けの融資･私募債の対象を拡大します！ 
 
 
京都銀行（頭取 柏原 康夫）では、平成１９年６月１日（金）から、「京銀エコ･ローン」
｢京銀エコ･私募債｣の取扱内容を変更し、①京都府産木材認証制度の取扱事業体に認定され

た事業者と、②京都市地球温暖化対策条例に基づく特定事業者を、今般融資対象者に追加

いたしますのでお知らせいたします。 
 
当行では、環境問題に積極的に取り組む企業を資金面でバックアップするため､平成１８

年６月から、環境配慮型企業向けの融資金利を優遇する「京銀エコ・ローン」と､これらの

企業が私募債を発行する場合の手数料を優遇する「京銀エコ・私募債」を取り扱いしてお

ります。 
「京銀エコ・ローン」「京銀エコ・私募債」は取り扱い開始以来好評で、これまで（平成

１９年４月末現在）、「京銀エコ・ローン」の実行累計は６７件、５０億円、「京銀エコ・私募

債」の発行累計は２２件、３２億円、合計で８９件、８２億円となっております。 
 

  当行では今後も、京都議定書が発効した京都の地元金融機関として、環境配慮型の企業
を積極的に支援することにより、企業の社会的責任を果たしてまいります。 
 

記 
 
１．今回、追加で対象となるお客さま 
  （１）京都府産木材認証制度（ウッドマイレージＣＯ２認証制度）の取扱事業体に認定さ 
        れた事業者 
             本認証制度は、京都府産の木材を使用していることを消費者に証明すること 
           で「安心」を与えるとともに、木材輸送距離の短縮によりＣＯ２排出量削減に 
           寄与することを目的に京都府が創設した制度です。使用する木材についてその 
           流通過程で京都府産の木材として分別管理している事業者が認証を受けてお 
           り、平成１９年３月末で１０９事業者あります。 
   
  （２）京都市地球温暖化対策条例に基づく特定事業者 

         京都市内のＣＯ２等の温室効果ガスを多く排出する事業者は、京都市地球温 
       暖化対策条例に基づく「特定事業者」として、排出量の削減計画及び報告を義 
       務付けられ、排出量の計画的な削減に取り組んでおります。京都市が、各年度 
       の削減計画及び報告をホームページなどで公表しており、平成１９年３月末で 
       １５３事業者あります。       



－２－ 

２．取扱開始日 
        平成１９年６月１日（金） 
 
３．京銀エコ･ローン、京銀エコ･私募債の内容（本件後） 
項 目 内  容 

(1)対象となる 
   事業者 

次のいずれかを満たす企業（下線が今回追加） 

 ア．京都･環境マネジメントシステム･スタンダード（ＫＥＳ）の認証取得企業 
 イ．ＩＳＯ １４００１の認証を取得している企業 
 ウ．環境省が策定したエコアクション２１の認証を取得している企業 
 エ．京都府産木材認証制度（ウッドマイレージＣＯ２認証制度）の取扱事業体に 
     認定されている企業 
 オ．京都市地球温暖化対策条例に基づく特定事業者 
 カ．上記ア～オ以外に国や自治体等から環境に配慮した経営について認証･認定･ 
     表彰等を受けた企業 
 キ．上記ア～カには該当しないが、資金使途において環境保護への対応を実施す 
     る企業 
        ※ 環境保護･環境保全を目的とした資金使途で確認資料等により効果が 
           認められるものに限ります 
 

(2)対象ローン  ア．京銀エコ･ローン 
 イ．京銀エコ･私募債 

(3)優遇内容 

 ア．京銀エコ･ローン  
      「京銀固定長期融資ファンド」の適用金利より最大０.３％優遇 
 （現時点では、本商品の融資期間５年の標準的な金利は「年３.０％」 

   ですが、「年２.７％」に優遇します） 
 イ．京銀エコ･私募債 
       事務委託手数料を０.１５％優遇 

        （通常、手数料は「発行額×０.２５％×年限」ですが、「発行額×０.１％ 
          ×年限」に優遇します） 

(4)資金使途・ 
   融資期間 

 ア．京銀エコ･ローン 
      運転資金７年以内、設備資金１０年以内 
 イ．京銀エコ･私募債 
      運転資金・設備資金とも協会保証は２～７年、銀行保証は２～５年 

 
 

以 上 


